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Ⅳ 利用上の注意 

 

１．農業共済制度は、３段階制又は２段階制で運営されている。 

３段階制：市町村を区域とする農業共済組合－都道府県を区域とする農業共済組合 

     連合会－政府（食料安定供給特別会計） 

２段階制：都道府県を区域とする農業共済組合－政府（食料安定供給特別会計） 

 

平成30年産畑作物共済における２段階制の都府県は、以下のとおりである。 

岩手県、宮城県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、  

富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、  

大阪府、奈良県(茶は引受時により３段階制で実施)、和歌山県、鳥取県、島根県、 

広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、大分県及び 

沖縄県 

   

なお、２段階制の都府県においては、連合会に係る項目を「…」で表記し、保険関係 

を以下のように整理している。 

「保険料」→「再保険料」の欄 

「保険金」→「再保険金」の欄 

「保険金額」→「再保険金額」の欄 

 

２．引受及び共済金支払対象被害の「組合等実数」は、共済事業を行った組合等数を計上 

した。 

引受及び共済金支払対象被害の「組合等延数」は、共済目的の種類ごと（ばれいしょ 

は春植え・秋植えの区分ごと）の組合等数を計上した。 

 

３．引受及び共済金支払対象被害の「実戸数」は、共済目的の種類ごと（ばれいしょは春 

植え・秋植えの区分ごと）の戸数を計上した。 

引受及び共済金支払対象被害の「延戸数」は、共済目的の種類等ごと（類区分）の戸 

数を計上した。 

 

４．単位未満は四捨五入しているため、合計値と内訳が一致しない場合がある。 

 

５．統計表中に使用した記号は、以下のとおりである。 

「 0 」：被害又は支払が無いもの 

「0.0」：単位に満たないもの 

「 - 」：事実のないもの 

「… 」：事実不詳 

「△ 」：負数 
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